
札幌市告示第 1366 号 

 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137 号）第６条第１項及び第４項並びに

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年厚生省令第 35 号）第 1条の３の規定に

基づき、令和５年度の一般廃棄物処理実施計画を改定したので、札幌市廃棄物の減量及び処理に

関する条例（平成４年条例第 67 号）第 29 条に基づき、告示する。 

令和６年３月 28 日 

札幌市長 秋元 克広   

 

令和６年度一般廃棄物処理実施計画 

 

第１ 一般廃棄物処理の基本的事項 

１ 処理区域   札幌市全域 

２ 計画期間   令和６年４月１日～令和７年３月 31 日 

３ 処理計画量 

(1) ごみ  （単位：ｔ） 

項 目 処理計画量 
札 幌 市 の 

処理計画量 

許可業者の 

処理計画量 

家庭ごみ 364,400 364,400 0 

許可業者搬入 154,600 132,600 22,000 

自己搬入 62,200 56,200 6,000 

市外からの受入※ 150 150 0 

合 計 581,500 553,500 28,000 

  ※市外分は、函館市から受入 

 

(2) 動物の死体 

道路等に遺棄された所有者が不明な犬・猫等の動物の死体処理 
処理計画量 

4,238 件 

 

(3) し尿・浄化槽汚泥等 （単位：ｋL） 

一 般 し 尿 浄化槽汚泥 水 洗 し 尿 市 外 分 ※ 処理計画量 

14,300 2,480 260  8,440 25,480 

  ※市外分は、石狩市及び当別町から受入 

 

 

第２ 札幌市が行う一般廃棄物の処理 

１ 一般廃棄物の排出抑制及び資源化等の促進の方策 

(1) 排出抑制の促進 

項 目 概  要 

家庭の生ごみ減量･リサイ

クル推進事業  
生ごみ堆肥化セミナーの開催や電動生ごみ処理機等の購入助成などに

より、市民の生ごみ減量・資源化に対する取組を支援する。 

 



 

 

項 目 概  要 

集団資源回収奨励金制度 

 

町内会やＰＴＡ、マンション管理組合などの住民団体による自主的な資

源回収活動を促進するため、古紙類・びん類・金属類・布類の４品目を対

象に、回収量１kg につき４円の奨励金を実施団体に交付する。さらに、平

成 26 年実績と比較し、回収量全体の増加分に対し１kg につき３円、びん

類・金属類・布類の増加分に対し１kg につき７円の加算金を交付する。 

また、回収業者に対しても、ダンボール・布類は回収量１kg につき４円、

新聞を除くその他品目は１kg につき１円の奨励金を交付する。 

 

回収計画量 34,870ｔ／年 

古紙拠点回収事業 

 

家庭系の古紙類の回収を推進するため、区役所等 19 か所に設置した古

紙回収ボックスと、民間の古紙回収協力店等や古紙を回収するコンビニエ

ンスストア（セイコーマート）に加え、地域住民管理によるエコボックス

の普及を図る。 

また、事業系の古紙の回収を促進するため、民間古紙回収協力店等で古

紙を回収する。 

事業系資源ごみ回収促進

支援事業 

事業系ごみの見える化システムを活用し、各事業所の現状分析等を行

い、より効果的な廃棄物減量の取組につなげる等事業者による自主的な事

業ごみ減量を促進する。 

家庭系古紙引取案内事業 

 

集団資源回収登録業者等のうちの協力業者が、個人宅からの一定量以上

の古紙回収申込に対して回収を実施する。 

札幌市は、市民へのＰＲや事業の総合調整を行う。 

地区リサイクルセンター 

事業 

古紙や廃食油だけではなく、枝・葉・草やびん・缶・ペットボトルなど

を含めたさまざまな種類の資源物等を無料で持ち込める回収拠点として、

計４か所を運営する。 

大型ごみの再利用 

大型ごみのうち、再利用を目的とした収集品（木製家具、自転車など）

を清掃・整備して、札幌市リサイクルプラザ及び札幌市リユースプラザで

展示、販売する。 

（予定数 3,700 個／年） 

普及啓発事業 
 

・ ごみ減量の啓発のため、出前講座を実施するほか、児童を対象とした

出前教室の充実を図る。 
・ リサイクルプラザ・リユースプラザにおいて、３Ｒ(リデュース：発

生・排出抑制、リユース：再使用、リサイクル：再生利用)に関する情

報の提供や各種講座・体験教室を実施する。 

・ 省資源・ごみ減量についての市民意識高揚を図るため、「まつりだ！

環っ」などの各種イベントを実施する。 

・ 啓発冊子の配布や交通広告などにより、２Ｒ(リデュース：発生・排

出抑制、リユース：再使用)に重点を置いた意識啓発を行う。 

ごみ減量実践事業 

リデュース（発生・排出抑制）・リユース（再使用）について、事業者

や若年層と一体となり、直接的なごみ減量につながる実践的な取組を行

う。 

さっぽろスリムネット事

業 

市民・事業者・行政（市）が協働でごみ減量に取り組むために設立した

「札幌ごみ減量実践活動ネットワーク（さっぽろスリムネット）」におい

て、生ごみ堆肥拠点回収の促進、古紙等の資源物回収の支援など、ごみ減

量につながる具体的な活動を展開する。 

事業者に対する指導 

 

事業系廃棄物の減量、資源化を図るため、事業用の建築物について適正

な保管場所の設置を指導するとともに、大規模建築物（延べ床面積 1,000m2

以上の事業用建築物）の所有者に対しては、廃棄物管理責任者の選任や減

量計画書の提出を求める。 

また、各最終処分場、清掃工場及び破砕工場に搬入する事業系廃棄物に

ついても、リサイクルの推進と適正排出を徹底するため分別啓発指導（搬

入指導）を行う。 



(2) 資源化等の促進 

項 目 概  要 

びん・缶・ペットボトルの

資源化 

びん・缶・ペットボトルの分別収集を実施し、選別センターで選別後、

指定法人などに引渡し、資源化を図る。 

収集計画量 32,900ｔ／年 

容器包装プラスチックの

資源化 

容器包装プラスチックの分別収集を実施し、選別センターで選別後、指

定法人に引渡し、資源化を図る。 

収集計画量 30,000ｔ／年 

雑がみの資源化 

「汚れた紙、新聞、雑誌、ダンボール」以外の紙ごみの分別収集を実施

し、再生紙や固形燃料の原料として、資源化を図る。 

収集計画量 18,900ｔ／年 

枝・葉・草の資源化 
枝・葉・草の分別収集を実施し、堆肥化するなどして資源化を図る。 

収集計画量  19,900ｔ／年 

筒型乾電池の資源化 

びん・缶・ペットボトルの日に別袋で排出された筒型乾電池を収集し、

資源化を図る。 

収集計画量 355ｔ／年 

蛍光管の資源化 

家庭の廃蛍光管を回収協力店（市が指定した電気店・家電量販店等）に

無料で持ち込んでもらい、資源化を図る。 

回収計画量 106ｔ／年 

廃食油の資源化 

家庭から排出される使用済み食用油を回収拠点（スーパーマーケット・

レストラン、市の施設等）において民間事業者が回収し、バイオディーゼ

ル燃料等への資源化を図る。 
回収計画量 179ｔ／年 

小型家電の資源化 

家庭で不用になった小型家電を回収拠点（市有施設、認定事業者）、宅

配回収（認定事業者）等により回収し、レアメタルや貴金属等の有用金属

の資源化を図る。 

回収計画量 1,300ｔ／年 

古着の再利用 
家庭で不用になった衣類を地区リサイクルセンター等の回収拠点にお

いて回収し、再利用を図る。 

回収計画量 87ｔ／年 

ごみ焼却施設で発生する

熱の有効利用 

ごみ焼却施設（清掃工場）におけるごみ焼却の熱を利用して発電を行い、

電力会社に売電するほか、地域暖房に供給するなど熱の有効活用を図る。 

 

発電計画量 148,171MWh／年 

焼却灰リサイクル 

ごみ焼却施設（清掃工場）から発生する焼却灰（主灰）をセメント原料

としてリサイクルする。 

資源化計画量 21,400ｔ／年 

事業系紙くず・木くず等の

資源化 

許可業者による分別収集及び自己搬入により、ごみ資源化工場に搬入さ

れた紙くず・木くず等を原料として固形燃料を生産し需要先に供給する。 

 

処理計画量 13,883ｔ／年 

事業系生ごみの資源化 

 

病院、学校、ホテル、飲食店ビル等から排出される良質な生ごみの分別・

収集運搬を促進し、生ごみリサイクル施設での、飼料・肥料への再生の利

用拡充を図る。 

処理計画量 23,000ｔ／年 

事業系伐採物・抜根等の資

源化 

剪定枝・幹・根などの樹木をごみ資源化工場でのチップ化等により、燃

料・マルチング材・堆肥等に再生する。 

処理計画量 5,000ｔ／年 

金属類の資源化 
処理施設から発生する金属の資源化を行う。 

回収計画量 3,608ｔ／年 

 



(3) その他 

項 目 概  要 

ごみステーション管理器材

の購入助成と箱型ごみステ

ーション設置助成 

地域による自主的なごみステーション管理を支援するため、ネットやカ

ラスよけサークル及び折りたたみ式箱型器材の購入費用の一部を助成す

るとともに敷地内への箱型ごみステーション設置費の一部を助成する。 

クリーンさっぽろ衛生推進

協議会への支援 

札幌市を清潔で住みよい街にするため、環境美化、環境衛生、ごみ減量・

リサイクルの推進など、地域に根ざした主体的な活動を行う住民ボランテ

ィア団体であるクリーンさっぽろ衛生推進協議会の活動を支援する。 

クリーンキャンペーンの 

実施 

5 月 30 日の「ごみゼロの日」キャンペーン及び「札幌市たばこの吸い殻

及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」の普及啓発キャンペーンを各

区のクリーンさっぽろ衛生推進協議会の協力を得て実施する。 

事業系一般廃棄物の効率的

な収集体制の維持 

事業系一般廃棄物（伐採物・抜根等を除く）の減量、資源化を促進する

ため、多分別収集等に対応した一元的な収集運搬業の許可体制を維持す

る。 

国の指定や認定を受けた一

般廃棄物への対応 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条の 3、第 9 条の 8 及び第 9 条

の 9 に基づき国の指定や認定を受けた一般廃棄物（廃ゴムタイヤ、廃パー

ソナルコンピュータ、廃二輪自動車等）については、当該制度の趣旨を踏

まえ、（認定）事業者等による処理の促進を図る。 

水銀使用廃製品（体温計・

血圧計・温度計）の回収 

水銀使用廃製品の早期回収を図るため、市有施設での水銀使用廃製品の

回収を行う。 

回収計画量 1ｔ／年 

 

２ 食品ロス削減に関連する事業の推進 

(1)  関連する取組 

項 目 取組内容（担当部・課） 

町内会等への出前講座に

よる食品ロス削減の啓発 

 町内会や学校等へ出前講座を継続して行い、食品ロス削減の意識啓発に

取り組んでいく。 

【環境局環境事業部循環型社会推進課】 

ごみ収集車を活用した食

品ロス削減の呼びかけ 

 市内を走行しているごみ収集車に、食品ロス削減を呼びかけるステッカ

ーを貼り、市民などに食品ロス削減の取組を広く訴えかける。 
               【環境局環境事業部循環型社会推進課】 

家庭用指定ごみ袋の外装

袋を活用した市民啓発 

家庭用指定ごみ袋（５リットル）の外装袋にて実施している食品ロス削

減の意識啓発に継続して取り組んでいく。 
【環境局環境事業部循環型社会推進課】 

各種媒体による普及啓発 

 啓発冊子の配布や動画の放映、ポスターの掲出、ＳＮＳでの情報発信な

どを通じて、食品ロスの削減を啓発する。 
               【環境局環境事業部循環型社会推進課】 

フードバンク活動及び 
フードドライブの周知 

フードバンク活動は、まだ安全に食べられるにも関わらず、やむを得ず

処分されてしまう食料を、企業や個人から寄贈を受け、食料を必要として

いる人や施設等に無償で提供する活動であり、食品の無駄のない活用が期

待されている。市では、フードバンク活動の概要、掲載を希望するフード

バンク運営団体の連絡先などを札幌市公式ホームページに掲載しており、

今後も継続して行っていく。 
また、フードバンク運営団体の他、地域団体や事業者等が行う「フード

ドライブ活動（家庭で使いきれない食品を持ち寄って集め、食料を必要と

している団体に寄付する取組み）」が、市内の多くの地域で展開されるよ

う、実施マニュアルを作成するとともに、札幌市公式ホームページに実施

事業者・団体の情報を掲載していく。 
【保健福祉局総務部総務課】 

【環境局環境事業部循環型社会推進課】      



ドギーバッグの普及促進 

飲食店等で生じた食べ残しの持ち帰りの際に使用するドギーバッグの

試行導入を行っている。なお、持ち帰りには、食中毒などの衛生上の問題

もあることから、正しいドギーバッグの使用を推奨することを定めたガイ

ドラインを活用しながら、持ち帰りに対する市民、事業者双方の理解と取

組を促進していく。        【環境局環境事業部事業廃棄物課】 

「2510(ニコッと)スマイ

ル宴」運動の推進 

宴会や会食の開始後 25 分間と終了前 10 分間は、料理を楽しみ、食べ切

りを促す「2510(ニコッと)スマイル宴」運動を推奨していく。                                     

                【環境局環境事業部事業廃棄物課】 

【保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課】 

全国おいしい食べきり運

動ネットワーク協議会と

の共同キャンペーン 

全国の自治体などで構成される全国おいしい食べきり運動ネットワー

ク協議会の活動を通じて、情報提供や共同キャンペーンなどを他都市と連

携して実施することで、食品ロスの削減のための全国的な気運を高める。 

               【環境局環境事業部循環型社会推進課】 

                 【環境局環境事業部事業廃棄物課】 

もったいない運動参加店

募集・周知の取組 

資源の有効活用、ごみを減らすなど、環境に配慮した活動をしている飲

食店を「もったいない運動参加店」として募集・登録し、札幌市公式ホー

ムページで紹介する取組を行っていく。 

          【保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課】 

エコクッキングを通じた

市民啓発 

各区の保健センターなどで、食生活改善推進員とともに「エコクッキン

グ」情報を発信し、食材を無駄にしない料理の普及など、食品ロスを減ら

す取組を環境に配慮した食育として進めていく。 

          【保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課】 
               【（各区）保健福祉部健康・子ども課】 

災害備蓄食品の有効活用 

市で備蓄しているアルファ米などの食品について、これまでも賞味期限

が 1 年未満となったものは、防災訓練等で普及啓発用として配布するとと

もに、フードバンク等へ無償提供しているところであるが、今後も単に廃

棄されてしまうことがないよう、同様の取組みを継続し有効活用に努め

る。              【危機管理局危機管理部危機管理課】 

エシカル消費の普及啓発 

人・社会・環境に配慮したサービスや商品を選択するエシカル消費の普

及啓発に取り組んでおり、食品ロスやフェアトレードをテーマにした講師

派遣講座、パネル展示などを実施していく。 

               【市民文化局市民生活部消費生活課】 

子どもや保護者に向けた

食育の推進 

 

 

保育所や幼稚園において、園庭やプランターでの野菜栽培や収穫の喜び

を体験することなどを通じて、調理や食事の楽しさを共感できる体験型の

食育の充実を図る。また、その他様々な機会を利用して、子どもや保護者

に対して、食品ロス削減や食の大切さを伝えていく。 

            【子ども未来局子育て支援部子育て支援課】 

       【教育委員会児童生徒担当部幼児教育センター担当課】      

イベント開催時における

普及啓発 

さっぽろオータムフェストなど、食に関連するイベントの開催時には、

イベント業者と連携しながら食品ロス削減の観点も視野に入れて事業展

開していく。 

         【経済観光局観光・MICE 推進部観光・MICE 推進課】 

作物残渣の適切な再利用 

やむを得ず発生する市場に出回らない作物残渣を、堆肥化し、有効利用

するなど適切な再利用について検討するとともに、環境保全型農業技術を

推進していく。 

               【経済観光局農政部農業支援センター】 

市場見学や料理教室を通

じた食育の推進 

水産物や青果物に対する知識を深めてもらうこと等を目的に、中央卸売

市場の施設見学や、子どもや保護者を対象とした料理教室を実施してい

く。                【経済観光局中央卸売市場管理課】 



学校給食のフードリサイ

クルを活用した食育・環境

教育の推進 

学校給食の調理くずや食べ残しの生ごみを堆肥化し、その堆肥で育てた

野菜を学校給食へ提供するほか、堆肥を活用した教材園での栽培活動など

を通じて、食育や環境教育の充実を図る。 
【教育委員会生涯学習部学校給食課】 

                【環境局環境事業部事業廃棄物課】 
【経済観光局農政部農政課】 

 
(2)  主な関連計画  

関連計画等 

第４次札幌市消費者基本計画 

第４次札幌市食育推進計画 

安全・安心な食のまち・さっぽろ推進計画  

第 2 次札幌市環境基本計画 

第 2 次さっぽろ都市農業ビジョン 

札幌市教育振興基本計画 

 



３ 一般廃棄物の種類（分別区分）並びに収集及び受入方法等 

(1) ごみ 

ア ごみの収集方法等 

(ｱ) 家庭ごみ 

種 類 収集方法 摘  要 

燃やせるごみ 週２回  ステーション収集 

生ごみ、汚れた紙類、布類、ビデオテ

ープ等の製品プラスチック類、皮革・ゴ

ム類などを指定ごみ袋で排出(有料) 

燃やせないごみ ４週１回 ステーション収集 

なべ・やかん等の金属製品類、ブロッ

ク･レンガ類、トースター・ビデオカメ

ラ等の小型家電製品類などを指定ごみ

袋で排出(有料) 

大型ごみ 

申込制による戸別有料収集 

（再利用を目的とした収集を含

む） 

大型ごみとは、排出禁止物以外の耐久

消費財その他固形廃棄物で、その最大の

辺又は径が 30cm（木材類及び庭木類に

ついては 50cm）を超えるもので戸別収

集するものをいう。（有料） 

※ 

 

 

 

 

 

びん・缶・ペットボトル 週１回  ステーション収集 
容器包装リサイクル法に規定する容器

(無料) 

容器包装プラスチック 週１回  ステーション収集 
容器包装リサイクル法に規定する容器

包装プラスチック(無料) 

筒型乾電池  週１回 ステーション収集 
別袋で「びん・缶・ペットボトルの日」

に排出(無料) 

加熱式たばこ・電子たば

こ、ライター 
４週１回 ステーション収集 

別袋で「燃やせないごみの日」に排出(無

料) 

スプレー缶 週２回 ステーション収集 

別袋で「燃やせるごみの日」に中身を使

い切り、穴をあけずに排出(無料) 

※ カセットボンベを含む 

雑がみ ２週１回 ステーション収集 

札幌市廃棄物の減量及び処理に関す

る条例別表１（第 46 条関係）備考３(４)

に規定する「包装紙その他の再利用の可

能な紙類のうち市長が別に定めるもの」

とは、「汚れた紙、新聞、雑誌、ダンボ

ール」以外の紙とする。(無料) 

枝・葉・草 ４週１回 ステーション収集 

５月から 12 月上旬（地域により異な

る）の間に、下記市民の責務等に基づき

定められた方法で排出するものに限り、

処理手数料を免除する。(無料) 

地域清掃ごみ 拠点収集（清掃事務所と協議） 
公共の場所を町内会等で清掃した際、

排出されるごみ(無料) 

ボランティア清掃ごみ ステーション収集 

公共の場所を清掃して出たごみは、ボ

ランティア袋で「燃やせるごみの日」、

「燃やせないごみの日」に排出すること

ができる。(無料) 

 
 
 

指定ごみ袋に入るものについては

「燃やせるごみの日」又は、「燃や

せないごみの日」に指定ごみ袋に入

れてごみステーションに排出でき

る。 



ａ 市民の責務等 

(a) 家庭からごみを出すときは、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」については

指定ごみ袋に入れ、「びん・缶・ペットボトル」、「容器包装プラスチック」、「雑

がみ」及び「枝・葉・草」については透明または半透明で中身の見える袋に入れて、

住んでいる地区の決められた収集日当日の朝、午前 8時 30分までに自ら管理に携わ

っているごみステーションに出すこと。 

・ 棒状のものについては、大部分が 40 リットルの指定ごみ袋に入り、袋の口をし

っかりと縛ることができれば、そのまま、指定ごみ袋を使ってごみステーション

に出すことができる。 

・ 枝については、長さ 50cm 以下のものを１ｍ程度のひもで縛って出すこともでき

る。 

(b) 資源物は、汚れていない状態でごみステーション等に出すこと。 

(c) 引っ越しや片付け等により臨時に出る多量のごみ（400 リットルを超える）は、

本市の施設へ自ら搬入するか、または許可業者（一般廃棄物収集運搬業者：一般財

団法人札幌市環境事業公社）に収集を依頼すること。 

(d) 市の定める排出禁止物は出さないこと。 

(e) 大型ごみについては、区ごとに決められた週１回の収集曜日の２日または４日前

の 16時 30 分までに大型ごみ収集センターまで電話もしくはインターネットで申し

込むこと。また、規則で定める額に見合った「大型ごみ処理手数料シール」（電子

決済で支払った場合は紙）を見やすいところに貼り付け（再利用品の収集申し込み

に際しては、大型ごみ処理手数料シールに「リ」と記載）、設定した排出場所（玄

関前等の建物外）へ収集日当日の朝、午前 8時 30分までに持ち出すこと。 

(f) 新聞・雑誌・ダンボールなどは、原則として町内会などで実施している集団資源

回収もしくは各区役所などに設置した「古紙回収ボックス」または、民間の古紙回

収協力店・地区リサイクルセンターに出すこと。やむを得ない場合は、「燃やせる

ごみ」として出すこと。 

(g) 蛍光管は、できるだけ回収協力店（市が指定した電気店・家電量販店・スーパー

マーケット・ホームセンター）・地区リサイクルセンターに出すこと。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ｂ 札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例第 32 条及び同条例施行規則第 17条で規

定する排出禁止物 
区 分 品目例 排出方法 

有害性のある物 バッテリー・農薬等 

販売店等に相談し、適正な処理を行う

こと。 

感染性のある物 注射針等 

危険性のある物 
プロパンガスボンベ・酸素ボ

ンベ・消火器等 

引火性のある物 

ガソリン・灯油・廃油等 

塗料・接着剤等 乾燥等の措置を講じて、出すこと。 

スプレー缶 

中身を使いきり、穴をあけずに、透明ま

たは半透明の袋に入れて、「燃やせるご

み」の日に出すこと。（カセットボンベ

を含む） 

著しく悪臭を発する物  脱臭等の措置を講じて、出すこと。 

収集・運搬又は処分に際し特別の扱いを要する物で規則に定めるもの 

  最大の辺又は径が２メー

トルを超えるもの 

 
破砕・切断等の措置を講じて、出すこ

と。 

 体積が２立方メートルを

超えるもの 

 重量が 100 キログラムを

超えるもの 

 収集・運搬又は処分をす

るための器材又は施設を

著しく汚損し、又は損壊

するおそれのあるもの 

  

タイヤ・ピアノ・自動車・

軽自動車・自動二輪車・原動

機付自転車・ＦＲＰ船・エン

ジン付きのもの（刈り払い機、

草刈り機、携帯用発電機、芝

刈り機、除雪機等）・ホーム

タンク（90 ㍑を超えるも

の）・ドラム缶・家庭用耐火

金庫等 

販売店等に相談し、適正な処理を行う

こと。 

 収集・運搬又は処分に際

し、作業員の安全衛生上、

特に危害を及ぼすおそれ

のあるもの 

ガラスの破片等 

十分に危険防止のこん包を行い、「危

険物」と表示し、かつ、その内容を明記

して、「燃やせないごみ」の日に出すこ

と。 

特定家庭用機器再商品化

法第２条第４項に規定す

る特定家庭用機器 

エアコンディショナー・テ

レビジョン受信機（ブラウン

管式・液晶式・有機 EL 式・プ

ラズマ式）・冷蔵庫及び冷凍

庫・洗濯機及び衣類乾燥機等 

販売店に収集を依頼するか、家電メー

カーが指定する指定引取場所に直接持

ち込むこと。 

 パーソナルコンピュータ 

 

デスクトップパソコン本体・

ノートパソコン・ブラウン管

ディスプレイ・液晶ディスプ

レイ等 

一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会

の参加メーカーのパソコンは、メーカー

の自主回収ルートで処理すること。 

上記参加メーカー以外のパソコンは、

許可業者（一般廃棄物収集運搬業者：一

般財団法人札幌市環境事業公社）に収集

を依頼すること。 

小型家電として回収拠点に排出する

か、宅配回収等に依頼すること。 

※ブラウン管ディスプレイ・液晶ディス

プレイは、回収拠点を除く 

 密閉形蓄電池 ニカド電池等 
販売店・協力店の回収箱に持ち込むこ

と。 

 

 
 



ｃ 札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例第 27 条第１項により市長が指定する適

正処理困難物  
廃スプリングマットレス・排出禁止物以外のテレビジョン受信機（25型以上のもの） 

(ｲ) 事業系一般廃棄物 

事業活動に伴って排出されるごみは、排出者自らの責任において適正に処理すること

を原則とする。自ら処理できない場合には、排出事業者が自ら処理施設へ搬入するか、

または許可業者に収集を依頼する。 

種 類 収 集 方 法 

一般廃棄物 

（伐採物・抜根等を

除く） 

事業者が自ら本市の処理施設へ搬入するか、または許可業者（一般廃棄物収

集運搬業者：一般財団法人札幌市環境事業公社）へ収集※を依頼する。 

ただし、特に市長が認めたものについては、家庭ごみに準じて取り扱う。 

伐採物・抜根等 

事業者が自ら処理施設へ搬入するか、または伐採物・抜根等限定許可業者等

へ収集を依頼する。 

ただし、特に市長が認めたものについては、家庭ごみに準じて取り扱う。 

※ 事業所用専用ごみ袋による収集を含む。 
ａ 事業者の責務等 

(a) 許可業者へ収集を依頼する場合は、許可業者の分別収集体制に応じて分別を行う

こと。 

(b) 自ら本市の処理施設へ搬入する場合は、市の定める受入基準に従うこと。 

(c) 感染性一般廃棄物の処理を委託する場合は、感染性産業廃棄物に係る許可を有す

る業者へ依頼すること。 

 

イ 自ら搬入する場合の処理施設、受入時間及び受入休業日 

(ｱ) 焼却施設 

施設名 

 

発寒清掃工場 

 

 

駒岡清掃工場 

 

 

白石清掃工場 

 

所在地 西区発寒15条 14丁目１-１ 南区真駒内 602 白石区東米里 2170-１ 

受入時間 9:00～16:00 9:00～16:00 9:00～16:00 

受入休業日 
日曜日、１月１日から１月

３日及び定期整備時 

日曜日、１月１日から１月

３日及び定期整備時 

日曜日、１月１日から１月

３日及び定期整備時 

 
(ｲ) 破砕施設  

施設名 発寒破砕工場 篠路破砕工場 駒岡破砕工場 

所在地 西区発寒15条 14丁目２-30 北区篠路町福移 153 南区真駒内 602 

受入時間 9：00～16：00 9:00～16:00 9:00～16:00 

受入休業日 
日曜日、１月１日から１月

３日及び定期整備時 

日曜日、１月１日から１月

３日及び定期整備時 

日曜日、１月１日から１月

３日及び定期整備時 

 



(ｳ) 最終処分場 

施設名 山口処理場 

所在地 手稲区手稲山口 364 他 

受入時間 9:00～16:00 

受入休業日 
土・日曜日及び１月１日から

１月３日 

 

(ｴ) 資源化施設 

施設名 ごみ資源化工場 

所在地 北区篠路町福移 153 

受入時間 8:00～17:00 

受入休業日 
日曜日及び１月１日から１

月３日 

 

(2) 動物の死体  

種 類 収集方法 摘 要 

道路等に遺棄された所有者

が不明な犬・猫等の動物の

死体 

市民からの通報等により個別に収集  

 

(3) し尿・浄化槽汚泥等  

種 類 収集方法 摘 要 

一般し尿 申込制による戸別有料収集 収集車両の通行障害及び凍

結等によりくみ取り作業に支

障を及ぼすことのないように

すること。 浄化槽汚泥・水洗し尿 

許可業者 

（一般廃棄物収集運搬業者：株式会社公

清企業） 



４ 一般廃棄物の処理主体及び処理計画量  

(1) 処理主体及び処理方法 

ア 家庭ごみ  

種 類 収集・運搬主体 

中間処理 最終処分 

処 理 主 体 処 理 方 法 処理主体 処理方法 

燃やせるごみ 市（直営・委託） 市（直営・委託） 焼却 ― ― 

燃やせないごみ 市（委託） 市（委託） 破砕 市（直営･委託） 埋立 

大型ごみ 市（委託） 市（直営・委託） 破砕･焼却･資源化 ― ― 

びん・缶・ 

ペットボトル 
市（直営・委託） 市（委託） 資源化（選別） 

― ― 
容器包装 

プラスチック 
市（委託） 市（委託） 資源化（選別） 

雑がみ 市（委託） 市（委託） 資源化（選別） ― ― 

枝・葉・草 市（委託） 市（委託） 資源化 ― ― 

筒型乾電池 市（直営・委託） 事業者（委託） 資源化 ― ― 

加熱式たばこ・

電子たばこ、ライ

ター 

市（委託） 市（直営） 焼却 ― ― 

スプレー缶 市（直営・委託） 市（委託） 破砕・資源化 ― ― 

地域清掃ごみ 市（直営・委託） 市（直営・委託） 破砕・焼却 市（直営･委託） 埋立 

※ 委託は、収集業務委託・処理にかかる運転業務委託と処理業務委託をいう。 
※ 焼却灰などの残さを処理する方法を除く。 
※ スプレー缶には、カセットボンベを含む。 

イ 事業系一般廃棄物 

種 類 収集・運搬主体 

中間処理 最終処分 

処理主体 処理方法 処理主体 処理方法 

許可業者搬入 
許可業者 

（一般廃棄物） 

市 

（直営・委託） 

破砕・資源化・焼

却 

市 

（直営・委託） 
埋立 

自己搬入 排出者 
市 

（直営・委託） 

破砕・資源化・焼

却 

市 

（直営・委託） 
埋立 

※ 委託は、処理にかかる運転業務委託と処理業務委託をいう。 
ウ 動物の死体 

道路等に遺棄された所有者が不明

な犬・猫等の動物の死体 

収集・運搬主体 処理主体 処理方法 

市（委託） 市（直営） 焼却 

 

エ し尿・浄化槽汚泥等 

種 類 
収集・運搬主体（市外（石狩市及び当別町）

からの受入は除く。） 
処理主体 処理方法 

し尿 市（委託） 市（委託） 下水道投入 

浄化槽汚泥・水洗し尿 

許可業者 

（一般廃棄物収集運搬業者：株式会社公清

企業） 

市（委託） 下水道投入 

※ 委託は、収集業務委託・処理にかかる運転業務委託をいう。 



 

 

 

※表中、四捨五入のため、合計数値とその内訳の計が一致しない場合がある。 

 

(2) 札幌市の処理計画量 （単位：ｔ）

家
庭
ご
み 

燃やせる 

ごみ 
238,100 

      

資 

源 

化 

大型ごみ 180 
  

 
 

      
びん・缶・ 

ペットボトル 
32,900 

  
 

 

燃やせな

いごみ 
12,100 

      
容器包装 

プラスチック 
30,000 

  
 

 

      雑がみ 18,900    
 

大型ごみ 11,100 
      枝・葉・草 19,900 

  
 

 

      許可業者搬入 7,010 
  

 
 

びん・缶・ 

ペットボ

トル 

32,900 
      自己搬入 2,440 

  
 

 

      小 計 111,330 
  

 
 

容器包装 

プラスチ

ック 

30,000 
  

市
処
理
量 

553,350 

    
   

    
 

    

焼
却
・
破
砕 

燃やせるごみ 238,100    
 

雑がみ 18,900 
    大型ごみ 10,920 

  
 

 

    地域清掃ごみ 1,080 
  

 
 

枝・葉・

草 
19,900 

      許可業者搬入 125,130 
  

 
 

      自己搬入 37,770 
  

 
 

地域清掃 

ごみ 
1,400 

      市外からの受入 150 
  

 
 

       小 計 413,300 
  

 
 

       
 

      埋

立

前

処

理 

燃やせないごみ 
7,100 

 

    

          

小 計 364,400 
      

  
 

 

        
  

処理残さ  

事
業
ご
み 

許可業者

搬入 
132,600 

      

埋 

立 

燃やせないごみ 5,000 
 

64,397 

 

 

      地域清掃ごみ 320 
  

自己搬入 56,200 
      許可業者搬入 460 

  

      自己搬入 15,990     

小 計 188,800       小 計 21,770 
  

 
 

市外からの受入 

（函館市） 
150           

 

           

         総埋立量 64,767     
              

         焼却灰リサイクル 21,400 
    
 

         
  

  
           



５ 処理施設の概要 

(1) 焼却処理施設  

施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備 考 

発寒清掃工場 西区発寒15条 14丁目１-１ 600ｔ／日 123,402 t 可燃残さ 14,300ｔ含む 

駒岡清掃工場 南区真駒内 602 600ｔ／日 117,537 t 可燃残さ 17,990ｔ含む 

白石清掃工場 白石区東米里 2170-１ 900ｔ／日 187,585 t 可燃残さ 26,490ｔ含む 

(2) 破砕処理施設 

施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備 考 

発寒破砕工場 
西区発寒 15 条 14 丁目２

-30 
150ｔ／日 14,404 t  

篠路破砕工場 北区篠路町福移 153 150ｔ／日 12,775 t  

駒岡破砕工場 南区真駒内 602 200ｔ／日 16,449 t  

株式会社マテック 

発寒支店内工場 
西区発寒 12 条 13 丁目２ 

600～800缶

／時間 
160.36 t 

スプレー缶に限る
（白石ブロック分） 

株式会社イーアンドエム本

社工場内 

西区発寒 16 条 14 丁目６-

１ 
60 缶／分 137.97 t 

スプレー缶に限る
（駒岡ブロック分） 

株式会社イーアンドエム本

社工場内 

西区発寒 16 条 14 丁目６-

１ 
60 缶／分 187.84 t 

スプレー缶に限る 
（発寒ブロック分） 

(3) 資源化施設  

施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備 考 

ごみ資源化工場(燃料工場）北区篠路町福移 153 200ｔ/日 13,883 t  

中沼プラスチック選別

センター 
東区中沼町 45-11 82.6ｔ/日 30,000 t  

中沼資源選別センター 東区中沼町 45-24 110ｔ/日 21,647 t 
設置者：一般財団法人札

幌市環境事業公社 

駒岡資源選別センター 南区真駒内 129-30 77ｔ/日 11,253 t 
設置者：一般財団法人札

幌市環境事業公社 

中沼雑がみ選別センター 東区中沼町 45-19 85ｔ/日 7,380 t  

札幌市製紙原料事業協同

組合 選別施設 市内各所（10 か所） 45ｔ/日 11,520 t 雑がみ 

枝・葉・草資源化ヤード 
厚別区厚別町山本 1065

他（山本処理場内） 
― 18,300 t 面積 85,500 m2 

株式会社ばんけいリサイ

クルセンター「定山渓環生

舎」 
南区定山渓 896-３他 17.1t／日 1,600 t 枝・葉・草 

太平洋セメント株式会社 

上磯工場 
北斗市谷好１丁目 

245t／日 

（７時間） 
21,400 t 焼却灰リサイクル 

野村興産株式会社 イト

ムカ鉱業所 

北見市留辺蘂町富士見

217-１ 

160.24ｔ/

日（焙焼） 
430 t 

蛍光管、筒型乾電池、

水銀式体温計・血圧

計・温度計 

(4) 最終処分場  

施設名 所在地 
全体容量 

〈計画分〉 

残容量 

〈造成済〉 
処理計画量 備 考 

山本処理場 
厚別区厚別町

山本 1065 他 
7,732,000 t 630,415 t 31,260 t  

山口処理場 
手稲区手稲山

口 364 他 
3,037,000 t 285,213 t 33,507 t  

残容量（造成済）は令和４年度末見込み  

(5) し尿下水道投入施設 

施設名 所在地 処理能力 処理計画量 備 考 

クリーンセンター 手稲区手稲山口 318 100ｋL／日 25,480 ｋL 

市外（石狩市及び当

別町）からの受入分

8,440ｋL 含む 



第３ 許可業者が行う一般廃棄物の処理 

１ 一般廃棄物の種類及び収集方法 
種 類 収集方法 

事業系一般

廃棄物 

生ごみ 排出事業者が自ら処理施設へ搬入するか、または許可業者（一般廃棄物

収集運搬業者：一般財団法人札幌市環境事業公社）へ収集を依頼する。 

伐採物・抜根等 排出事業者が自ら処理施設へ搬入するか、または伐採物・抜根等限定許

可業者等へ収集を依頼する。 

２ 一般廃棄物の処理主体及び処理計画 
(1) 処理主体及び処理方法 

種 類 収集・運搬主体 
中間処理 

処理主体 処理方法 

生ごみ 
許可収集 許可業者（一般廃棄物収集運搬業者：一

般財団法人札幌市環境事業公社） 許可業者 資源化 
自己搬入 排出事業者 

伐採物・抜根等 
許可収集 伐採物・抜根等限定許可業者等 

許可業者 資源化 
自己搬入 排出事業者 

(2) 処理計画                         （単位：ｔ） 
種 類 処理量 計 処理方法 

生ごみ 
許可業者 19,500 

23,000 飼・肥料化など 
自己搬入 3,500 

伐採物・抜根等 
許可業者 2,500 

5,000 チップ化など 
自己搬入 2,500 

※生ごみの自己搬入には、札幌市経済観光局中央卸売市場内での飼料化を含む。 

３ 処理施設（資源化）の概要 
(1) 生ごみリサイクル施設 

処理方法 飼・肥料化 飼料化 

施設名 

札幌バイオフードリサイクル

株式会社 

「札幌飼料化リサイクルセン

ター」 

札幌市経済観光局中央卸売市

場 

「資源リサイクル施設」 

所在地 東区中沼町 45-53 中央区北 12 条西 20 丁目 2-1 

処理能力 68t/日 8.6t/日 

 
処理方法 堆肥化 

施設名 

株式会社ばんけいリサイク

ルセンター 

「定山渓環生舎」 

株式会社ばんけいリサイク

ルセンター 

「環生舎」 

ジャパンサイクル株式会社 

「石狩資源循環モデルセン

ター」 

所在地 南区定山渓 896-３他 
石 狩 市 新 港 中 央 ２ 丁 目

757-11 
石狩市新港南２丁目 715-2 

処理能力 14.6t/日 27.4t/日 214 ㎥/日 

  (2) 伐採物（剪定枝）・抜根等リサイクル施設 

処理方法 チップ化 堆肥化 

施設名 ごみ資源化工場（チップ化施設） 
株式会社ばんけいリサイクルセンター 

「定山渓環生舎」 

所在地 北区篠路町福移 153 南区定山渓 896-３他 

処理能力 120ｔ／日 10t／日  
 


